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認知機能検査等の受検義務の免除に関する診断書その他の書類の基準等について 

 

時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

高齢運転者の運転免許更新等の対応に関しましては、貴会並びに会員の先生方の多

大なご協力をいただき感謝申し上げます。本件に関連し、令和４年５月施行の改正道

路交通法につきましては、本会より、「かかりつけ医向け認知症高齢者の運転免許更新

に関する診断書作成の手引き改定版送付について」（令４.５.17付 日医発第 368号）

等にてお知らせしているところです。 

今般、警察庁交通局運転免許課より各都道府県警に対し、75歳以上の高齢者の運転

免許更新時における認知機能検査等の受検義務免除に関する通達が発出されましたの

で、情報提供させていただきます。 

75歳以上の高齢者は運転免許更新時において、警察が実施する認知機能検査等を受

検する必要があり、当該検査の結果認知症の疑いがある場合、医師の診断書提出が求

められております。令和４年５月 13日に施行された改正道路交通法では、免許更新期

間満了日前の６ヵ月以内に作成された、対象者が認知症に該当する疑いがないと認め

られるかどうかに関する医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載された「医

師の診断書その他の書類」であって、警察庁が示す基準を満たしたものを提出した場

合、認知機能検査等の受検義務を免除できることとなりました。当該通達では、その

基準が示されております。 

なお、診断書は警察庁が示しているモデル診断書様式を使用する必要はなく、今回

示された基準を満たしていれば様式は問わないとのことです。また、「その他の書類」

とは、一部の自治体が医療機関と連携し、高齢者に対して独自に行っている認知機能

検診の結果が記載された書面が考えられるとのことです。 

「診断書その他の書類の基準」では、検査に関する事項としてＨＤＳ－Ｒ等の５つ

の神経心理学的検査が示され、その結果が記載されていること、医師による検査の結



果の判定に関する事項として、「認知機能に異常は認められない」、「明らかな認知機

能の低下は認められない」等、対象者が認知症に該当する疑いがないと認められるか

どうかに関する判定結果が記載されていることや、判定を行った医師の氏名及び当該

医師が所属する医療機関の名称が記載されていること、判定が行われた年月日が記載

されていることなどが示されております。 

さらに運用上の留意事項として、各都道府県警察が、自治体等が実施する認知機能

検診等の結果を「認知機能検査等の受検義務の免除を受けるための診断書その他の書

類」として使用する場合は、あらかじめ、自治体等の検査実施機関及び都道府県医師

会等関係団体と協議し、その同意を得ておくこととされております。 

貴都道府県において、都道府県警察が本運用を実施する場合は、貴会へご相談があ

るかと存じます。貴会におかれましては、地域の実情を鑑みて都道府県警察とご協議

いただきたくお願い申し上げます。 

なお、本件の取扱いの実施については、各都道府県警察の判断によるものであり、

従来の通り、警察が実施する認知機能検査受検が通常の取り扱いであり、その受検を

妨げるものではないことを申し添えます。 

 

（添付書類） 

〇認知機能検査等の受検義務の免除に関する診断書その他の書類の基準等について 

（警察庁丁運発第 129 号 令和４年５月 19 日 警察庁交通局運転免許課長通達） 

〇参考資料 令和２年改正道路交通法（高齢運転者対策の充実・強化関係） 

 

以上 



原議保存期間 10年（令和15年３月31日まで）

有 効 期 間 一種（令和15年３月31日まで）

各管区警察局広域調整担当部長 警 察 庁 丁 運 発 第 1 2 9 号

警 視 庁 交 通 部 長 殿 令 和 ４ 年 ５ 月 1 9 日

各 道 府 県 警 察 本 部 長 警察庁交通局運転免許課長

認知機能検査等の受検義務の免除に関する診断書その他の書類の基準等について

（通達）

道路交通法の一部を改正する法律（令和２年法律第42号）及び道路交通法施行規則の一

部を改正する内閣府令（令和４年内閣府令第７号）により、医師が作成した診断書その他

の書類を提出した場合には、認知機能検査等（道路交通法（昭和35年法律第105号）第97

条の２第１項第３号イに規定する認知機能検査等をいう。以下同じ。）の受検義務が免除

されることとされた（道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）第26条の４第３号、

第29条の２の３第３号及び第29条の２の５第１項第４号）。

認知機能検査等の受検義務の免除を受けるための診断書その他の書類の基準等は別紙の

とおりとするので、事務処理上誤りのないようにされたい。



別紙

認知機能検査等の受検義務の免除を受けるための診断書その他の書類の基準等

１ 診断書その他の書類の基準

対象者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する医師の意見及び

当該意見に係る検査の結果が記載された診断書その他の書類で、次の基準を満たしてい

るもの（その他の書類とは、例えば、一部の自治体が医療機関と連携し、高齢者に対し

て独自に行っている認知機能検診の結果が記載された書面が考えられる。）とする。

(1) 対象者に関する事項

検査及び医師による結果の判定を受けた者の住所、氏名及び生年月日が記載されて

いること。

(2) 検査に関する事項

ア 以下のいずれかの認知症に関する神経心理学的検査が行われていること。

(ｱ) ＨＤＳ－Ｒ

(ｲ) ＭｏＣＡ

(ｳ) ＤＡＳＣ－２１

(ｴ) ＭＭＳＥ

(ｵ) ＡＢＣ－ＤＳ

(ｶ) 認知機能検査と同等以上と認められる検査で、警察庁が別に示すもの

イ 上記アの検査結果が記載されていること。

(3) 医師による検査の結果の判定に関する事項

ア 「認知機能に異常は認められない」、「明らかな認知機能の低下は認められない」

等、上記(1)の対象者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関す

る判定結果が記載されていること。

イ 上記アの判定を行った医師の氏名及び当該医師が所属する医療機関の名称が記載

されていること。

ウ 上記アの判定が行われた年月日が記載されていること。

(4) その他

上記(2)が記載されていない書類であっても、上記(1)及び(3)が記載されており、

かつ、自治体等が発行している他の書面等により、上記(3)の判定に当たって上記(2)

のいずれかの検査が行われていることが明らかである場合は、「診断書その他の書類」

として取り扱うことができるものとする。

２ 運用上の留意事項

自治体等が実施する認知機能検診等の結果を認知機能検査等の受検義務の免除を受け

るための診断書その他の書類として使用する場合は、あらかじめ、自治体等の検査実施

機関及び都道府県医師会等関係団体と協議し、その同意を得ておくこと。



【参考】令和２年改正道路交通法（高齢運転者対策の充実・強化関係）
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○ 高齢運転者の運転免許証の更新制度の見直し

・ 75歳以上で一定の違反歴のある者は、運転免許
証更新時に運転技能検査を受検

・ 検査の結果が一定の基準に達しない者には、運転
免許証の更新をしない。

○ 安全運転サポート車等限定条件付免許の導入

・ 申請により、対象車両を安全運転サポート車に限定
するなど（※）の条件付免許を与える。

※ 交通事故を防止し、又は交通事故による被害を軽減することに資

するもの。

改正の概要

※ 運転技能検査については、教習所等が
行う認定検査により代替可能

※ 運転技能検査を受けた者は、実車指導
を免除

※ 新認知機能検査においては、認知症の
おそれの有無のみ判定

※ 70歳以上の実車指導においては、運転
技能の評価を行い、結果を本人に通知

の部分を新設

合格
認知症である

認知症でない医師の診断認知症のおそれあり

認知症のおそれなし

更新期間満了までに合格しない
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